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「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
実
態
調
査
」
結
果
の
概
要
 

　
２１
世
紀
職
業
財
団
 

　
二
一
世
紀
職
業
財
団
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
者
と
正
社
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
た
処

遇
（
均
衡
処
遇
）
の
考
え
方
を
具
体
的
に
示

す
な
ど
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
指
針
の
改
正

が
平
成
一
五
年
八
月
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
踏

ま
え
、
そ
の
後
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の

実
態
を
把
握
す
る
た
め
に
、
平
成
一
七
年
九

月
に
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
実
態
調
査
」

を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
取
り
ま
と
め
た
。

そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
。 

  

調
査
結
果

の
ポ
イ
ン
ト 

　
一
．
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
や
指
針
の
周

知
状
況 

 

ま
ず
、
本
調
査
で
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

法
や
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
指
針
に
つ
い
て
事

業
所
側
が
ど
の
程
度
認
識
し
て
い
る
か
を
調

べ
た
。
そ
の
結
果
は
そ
れ
ら
の
「
内
容
ま
で

よ
く
知
っ
て
い
る
」
と
す
る
事
業
所
が
一
六
・

○
％
、
「
内
容
に
つ
い
て
あ
る
程
度
知
っ
て

い
る
」
と
す
る
事
業
所
が
五
五
・
九
％
と
な

っ
て
お
り
両
者
併
せ
る
と
七
二
％
弱
で
あ
り

周
知
さ
れ
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
一
方
、

「
内
容
は
知
ら
な
い
が
名
前
は
知
っ
て
い
る
」

と
す
る
事
業
所
が
二
二
・
一
％
、
「
名
前
も

知
ら
な
い
」
と
す
る
事
業
所
が
二
・
七
％
と

な
っ
て
い
る（
事
業
所
調
査
）（
図
表
１
）。 

   

二
．
雇
用
管
理
の
状
況 

 

次
に
、
雇
用
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
調
べ

て
み
る
と
、
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
、
主
任
、

管
理
職
と
い
っ
た
責
任
あ
る
地
位
に
登
用
し

て
い
る
パ
ー
ト
が
い
る
事
業
所
は
一
〇
・
五

％
、
正
社
員
へ
の
転
換
制
度
が
あ
る
事
業
所

は
四
七
・
三
％
と
な
っ
て
お
り
、
パ
ー
ト
が

重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

ま
た
、
厚
生
労
働
省
「
平
成
一
三
年
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
総
合
実
態
調
査
」
（
以
下

「
一
三
年
調
査
」
と
い
う（
※
））
の
調
査
結

果
と
比
較
し
た
場
合
、
総
じ
て
上
昇
し
て
い

る
。
単
純
な
比
較
は
調
査
条
件
の
相
違
が
あ

る
た
め
、
難
し
い
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者

に
対
す
る
雇
用
状
況
は
改
善
さ
れ
つ
つ
あ
る

と
思
わ
れ
る（
事
業
所
調
査
）（
図
表
２
）。 

  

三
．
基
幹
パ
ー
ト
の
有
無
及
び
パ
ー
ト
全

体
に
占
め
る
割
合
　 

 

職
務
が
正
社
員
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
パ
ー
ト

（
い
わ
ゆ
る
「
基
幹
パ
ー
ト
」
）
の
有
無
に

つ
い
て
み
る
と
、｢

い
る｣

と
す
る
事
業
所
が
、

四
二
・
五
％
と
四
割
を
超
え
て
お
り
、
基
幹

パ
ー
ト
の
ウ
エ
ー
ト
が
高
い
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。 

 

ま
た
、｢

い
る｣

と
す
る
事
業
所
の
う
ち
、

基
幹
パ
ー
ト
が
、
パ
ー
ト
全
体
に
占
め
る
割

合
は
、
「
八
割
以
上
」
と
す
る
事
業
所
が
二

二
・
二
％
と
な
っ
て
い
る（
事
業
所
調
査
）（
図

表
３
）。 

（
注
）｢

職
務
が
同
じ｣

と
は
、
通
常
従
事
す

る
業
務
内
容
だ
け
で
な
く
、
作
業
レ
ベ
ル
（
難

易
度
）、
求
め
ら
れ
る
能
力
、
責
任
や
権
限

の
範
囲
も
含
む
。
例
え
ば
、
ト
ラ
ブ
ル
発
生

な
ど
の
臨
時
・
緊
急
の
対
応
、
ノ
ル
マ
や
与

え
ら
れ
た
権
限
と
い
っ
た
業
務
上
の
責
任
に

つ
い
て
、
正
社
員
と
同
じ
よ
う
に
課
せ
ら
れ

て
い
る
か
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
作
業
を
行

う
上
で
必
要
な
能
力
、
作
業
の
難
易
度
、
肉

体
的
・
精
神
的
負
担
な
ど
も
含
む
。 

 

　 
 

四
．
基
幹
パ
ー
ト
の
賃
金
の
状
況 

 

基
幹
パ
ー
ト
の
賃
金
状
況
に
つ
い
て
は
、

職
務
が
同
じ
正
社
員
と
比
べ
て
賃
金
が
「
低

い
と
感
じ
た
こ
と
は
な
い
」
と
す
る
パ
ー
ト

が
一
六
・
六
％
、
「
低
い
と
感
じ
た
こ
と
が

あ
る
が
納
得
で
き
る
」
と
す
る
パ
ー
ト
が
四

一
・
一
％
で
あ
り
両
者
を
併
せ
る
と
五
七
．

七
％
で
半
数
以
上
の
人
が
納
得
し
て
い
る
反

面
、
「
低
い
と
感
じ
た
こ
と
が
あ
り
納
得
で

き
な
い
」
と
す
る
パ
ー
ト
が
二
六
・
八
％
と

な
っ
て
い
る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
こ

の
人
た
ち
の
納
得
性
を
た
か
め
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る（
個
人
調
査
）（
図
表
４
）。 
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五
．
正
社
員
的
パ
ー
ト
の
有
無
、
及
び
、

基
幹
パ
ー
ト
に
占
め
る
割
合 

 
基
幹
パ
ー
ト
が
い
る
事
業
所
に
つ
い
て
、

基
幹
パ
ー
ト
の
う
ち
、
正
社
員
と
人
材
活
用

の
仕
組
み
や
運
用
が
実
質
的
に
異
な
ら
な
い

者
（
い
わ
ゆ
る
「
正
社
員
的
パ
ー
ト
」
）
の

有
無
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
は
、
「
い
る
」

と
す
る
事
業
所
が
三
五
・
七
％
、
「
い
な
い
」

と
す
る
事
業
所
が
三
二
・
四
％
と
な
っ
て
お

り
ほ
ぼ
同
数
ぐ
ら
い
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
「
い
る
」
と
す
る
事
業
所
の
う
ち

、

基
幹
パ
ー
ト
に
占
め
る
割
合
に
つ
い
て
、
「
八

割
以
上
」
と
す
る
事
業
所
が
、
三
一
・
八
％

と
な
っ
て
い
る（
事
業
所
調
査
）（
図
表
５
）。 

（
注
）
「
人
材
活
用
の
仕
組
み
や
運
用
」
と

は
、
人
事
異
動
の
幅
・
頻
度
、
役
割
の
変
化

（
責
任
・
権
限
の
重
さ
や
変
化
）
な
ど
時
間

的
経
過
の
中
で
設
定
さ
れ
た
職
務
経
験
を
積

む
仕
組
み
や
そ
の
運
用
。 

   

六
．
「
正
社
員
的
パ
ー
ト
」
の
賃
金

の
決
定
方
法
や
賃
金
水
準 

 

正
社
員
的
パ
ー
ト
に
つ
い
て
、
正
社

員
と
基
本
給
の
決
定
方
法
が
「
同
じ
」

と
す
る
事
業
所
が
一
一
・
六
％
と
な
っ
て
い

る
一
方
、
「
一
部
の
パ
ー
ト
は
正
社
員
と
異

な
る
」
、
「
ほ
と
ん
ど
の
パ
ー
ト
は
正
社
員

と
異
な
る
」
、
「
正
社
員
と
同
じ
パ
ー
ト
は

い
な
い
」
と
す
る
事
業
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

一
〇
・
七
％
、
一
八
・
七
％
、
三
九
・
八
％

と
な
っ
て
お
り
そ
れ
ら
を
合
計
す
る
と
六
九
．

二
％
と
約
七
割
は
正
社
員
と
異
な
る
決
定
方

法
を
と
っ
て
い
る
。
均
衡
処
遇
の
考
え
方
を

さ
ら
に
、
徹
底
す
る
必
要
が
あ
る（
事
業
所

調
査
）（
図
表
６
‐
１
）。 

 

正
社
員
的
パ
ー
ト
が
い
る
場
合
の
正
社
員

と
比
べ
た
賃
金
水
準
に
つ
い
て
は
、
「
ほ
ぼ

同
額
」
と
す
る
事
業
所
は
一
四
・
五
％
で
あ

る
一
方
、
「
九
割
程
度
」、「
八
割
程
度
」、

「
七
割
程
度
」、「
六
割
程
度
以
下
」
と
す
る

事
業
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
二
・
八
％
、
二
四
・

四
％
、
一
九
・
九
％
、
八
・
五
％
と
な
っ
て

お
り
個
人
調
査
に
お
い
て
正
社
員
と
比
較
し

て
納
得
で
き
る
賃
金
水
準
が
八
割
程
度
が
三

二
・
六
％
と
一
番
比
率
が
高
く
、
そ
れ
と
ほ

ぼ
符
合
す
る
水
準
に
あ
る
か
と
思
わ
れ
る（
図

表
６
‐
２
）。 

 

　
　
　
　 

 

七
．
ま
と
め 

 

パ
ー
ト
と
正
社
員
と
の
均
衡
処
遇
の
考
え

方
を
具
体
的
に
示
す
な
ど
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
指
針
の
改
正
を
行
っ
た
二
年
前
（
平
成

一
五
年
八
月
）
と
比
較
し
て
、
正
社
員
と
の

均
衡
を
考
慮
し
た
パ
ー
ト
の
処
遇
改
善
の
進

展
度
に
つ
い
て
み
た
。
そ
の
結
果
は
「
二
年

以
上
前
か
ら
均
衡
処
遇
が
図
ら
れ
て
い
る
」

が
一
二
・
九
％
と
な
っ
て
お
り
、
「
進
ん
で

い
る
」、「
進
ん
で
い
な
い
が
、
必
要
だ
と
思

う
よ
う
に
な
っ
た
」
と
す
る
事
業
所
は
、
そ

れ
ぞ
れ
三
五
・
七
％
、
二
八
・
三
％
と
な
っ

て
お
り
（
事
業
所
調
査
）
そ
れ
ら
を
併
せ
る

と
七
六
・
九
％
と
な
り
こ
の
二
年
間
で
均
衡

処
遇
の
考
え
方
は
か
な
り
浸
透
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
就
業
形
態
の
多
様
化
は
今
後
さ
ら

に
進
展
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
伴
い
、
パ

ー
ト
の
あ
り
方
も
変
わ
っ
て
い
く
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
均
衡
処
遇
の
考
え
方
の
更
な
る

定
着
は
必
要
で
あ
ろ
う（
図
表
７
）。 

（
短
時
間
労
働
業
務
部
長
・
堀
木
正
宏
） 




